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資 料 編 
 
 

１ 呉市次世代育成支援行動計画（後期）の数値目標一覧表 

 

指  標 
前期計画 
策定時※１ 

（平成 16年度）

平成 21年度
見込み 

平成 26年度 
目標 

担 当 課 
備考
※２ 

1 地域子育て支援拠点事業の開催
箇所数※３ 

5 か所 10 か所 11 か所 
子育て支援課
子育て施設課

※ 

2 母子健康手帳交付時の保健指導
割合 

93.5％ 95.0％ 
 

健 康 増 進 課
 

 

3 乳児健康診査受診率（１，３，６
か月児健診） 

92.0％ 95.0％ 
 

健 康 増 進 課
 

 

4 ファミリー・サポート・センター
の設置箇所数 

1 か所 1か所 1か所 
 

子育て支援課
 

※ 

5 ファミリー・サポート・センター
の利用件数 

年間延べ
1,800 件

年間延べ
2,000 件

年間延べ 
2,400 件 

 
子育て支援課

 
 

6 乳児家庭全戸訪問事業（こんにち
は赤ちゃん事業）訪問実施率 

70.0％ 100.0％ 
 

健 康 増 進 課
 

 

7 子育てヘルパー派遣事業の利用
世帯数 

年間延べ
20世帯

年間延べ
150 世帯

年間延べ 
160 世帯 

 
子育て支援課

 
 

8 育児サークル・子育て支援団体活
動支援事業登録団体数 

44 団体 60 団体 
 

子育て支援課
 

 

9 子育て家庭育児支援事業（ショー
トステイ）の実施事業所数 

2 か所 4か所 4か所 
 

子育て支援課
 

※ 

10 子育て家庭育児支援事業（トワイ
ライトステイ）の実施事業所数 

2 か所 4か所 4か所 
 

子育て支援課
 

※ 

11 病児・病後児保育事業の実施箇所
数※４ 

1 か所 2か所 3か所 
 

子育て施設課
 

※ 

12 保育所（園）の入所定員※５ 4,335 人 4,272 人 4,095 人 
 

子育て施設課
 

※ 

13 延長保育事業の実施保育所（園）
数 

15 か所 28 か所 33 か所 
 

子育て施設課
 

※ 

※１ 前期計画に記載した平成 16年度末現状 
※２ 備考欄の※は，全国共通で設定が期待される事業項目として，国に目標事業量を提供する項目 
※３ 前期計画では，「地域子育て支援センター事業」，「つどいの広場事業」として実施した事業。後期計画では，自

主事業で実施している箇所も含む。 
※４ 前期計画では，「乳幼児健康支援一時預かり（施設型）事業」として実施した事業 
※５ 地域保育所を含む。 
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指  標 
前期計画 
策定時※１ 

（平成 16年度）

平成 21年度
見込み 

平成 26年度 
目標 

担 当 課 
備考
※２ 

14 休日保育事業の実施保育所（園）
数 

0 か所 0か所 1か所 
 

子育て施設課
 

※ 

15 一時預かり事業の実施保育所
（園）数※３ 

12 か所 11 か所 14 か所 
 

子育て施設課
 

※ 

16 特定保育事業の実施保育所（園）
数※３ 

3 か所 3か所 
 

子育て施設課
 

※ 

17 呉市障害児保育促進事業の実施
保育所（園）数 

23 か所 26 か所
障がい児の実

態に応じた受

入施設を確保 

 
子育て施設課

 

 

 

 

 

18 幼稚園の入園定員 4,560 人 4,380 人 4,380 人 
学 校 教 育 課
子育て支援課
子育て施設課

 

 

 

 

19 預かり保育事業の実施幼稚園数 34 か所 31 か所
 

全園 
 

子育て支援課
子育て施設課

 

20 子育て支援交流事業の実施幼稚
園数 

11 か所 13 か所 
 

子育て支援課
 

 

21 放課後児童会の設置箇所数（学校
区数） 

34 か所 36 か所
必要とされる
学校区 

 
子育て支援課

 
※ 

22 放課後子ども教室の設置箇所数 3 か所 4か所 
 

文 化 振 興 課
 

 

23 児童館の設置箇所数 4 か所 4か所 4か所 
 

子育て施設課
 

 

24 呉こども１１０番の家の設置箇
所数 

2,707 か所 2,800 か所 
 

学 校 安 全 課
 

 

25 肥満傾向にある小学生の割合 5.19％ 5.0％ 減少させる 
 

学 校 安 全 課
 

 

26 肥満傾向にある中学生の割合 2.24％ 2.0％ 減少させる 
 

学 校 安 全 課
 

 

27 家庭教育相談事業の開催回数 12 回 15 回 15 回 
 

文 化 振 興 課
 

 

28 ノンステップバスの導入割合 5.5％ 14.2％ 23.5％ 
 

交 通 局
 

 

※１ 前期計画に記載した平成 16年度末現状 
※２ 備考欄の※は，全国共通で設定が期待される事業項目として，国に目標事業量を提供する項目 
※３ 前期計画では，「一時保育事業」として実施した事業 
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２ 基礎データ 

 （１） 呉市内の地域子育て支援拠点（平成２２年３月現在） 

 

名 称 所 在 地 

1 呉市すこやか子育て支援センター くれくれ・ば 宝町２－５０ レクレ４階 

2 

 

呉市すこやか子育て支援センター ひろひろ・ば 

 

広古新開２丁目１－３ 

広市民センター３階 

3 地域子育て支援センター こばと 押込西平町２９－８４ 

4 地域子育て支援センター 名田保育園内  広白岳１丁目３－８ 

5 地域子育て支援センター 昭和保育園内 栃原町６６７－２ 

6 地域子育て支援センター 救世軍呉保育所内 青山町１－４ 

7 地域子育て支援センター 阿賀保育園内 阿賀中央２丁目７－７ 

8 地域子育て支援センター 郷原保育所内 郷原町１９４６番地 

9 地域子育て支援センター 下蒲刈保育所内 下蒲刈町下島１７１３番地の１

10 地域子育て支援センター 安浦中央保育所内 安浦町中央３丁目３－７ 

 

 （２） 呉市内の幼稚園（平成２２年３月現在） 

 

［呉市立］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 豊島幼稚園 豊浜町大字豊島字城ヶ口３６９０ 2 ゆたか幼稚園 豊町大長字中大浦４７８３ 

 

［私立］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 阿賀中央幼稚園 阿賀中央６丁目１３－３ 13 至心幼稚園 郷町４－２５ 

2 善隣幼稚園※ 西中央５丁目６－１ 14 宝徳幼稚園 阿賀北７丁目２０－１５ 

3 呉中央幼稚園 広古新開２丁目２－１５ 15 白鳩幼稚園 仁方桟橋通６－２３ 

4 山手幼稚園 山手１丁目２－６ 16 天応めぐみ幼稚園 天応西条１丁目３－１２ 

5 信愛幼稚園※ 和庄登町２１－２０ 17 明徳幼稚園 海岸３丁目１１－１４ 

6 せんとく幼稚園 中通２丁目６－１８ 18 焼山こばと幼稚園 押込西平町２９－８４ 

7 聖慈幼稚園 海岸３丁目５－４１ 19 わかば幼稚園 仁方本町２丁目２－７ 

8 みのり幼稚園 吉浦中町２丁目８－２８ 20 焼山フタバ幼稚園 焼山中央１丁目６－２２ 

9 ひかり幼稚園 上山田町２－２８ 21 桜ヶ丘幼稚園 焼山桜ヶ丘２丁目６－２８ 

10 青蓮寺幼稚園 伏原１丁目１３－１６ 22 西方寺幼稚園 東中央２丁目４－１４ 

11 善通寺幼稚園 広中新開２丁目２－１０ 23 やよい幼稚園 広文化町１－５２ 

12 呉あそか幼稚園 清水２丁目１－２６ 24 とくふう幼稚園 広本町３丁目１５－２４ 



Ⅵ 資料編 

 －65－

 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

25 花の木幼稚園 焼山中央３丁目１７－２３ 29 川尻光幼稚園 川尻町森２丁目５－３２ 

26 昭和幼稚園 栃原町西谷６３８－２ 30 安浦幼稚園 安浦町内海北１丁目１０－１６

27 焼山みどり幼稚園 焼山東１丁目１９－１７ 31 あいく幼稚園 安浦町安登西５丁目２５－２６

28 スカウトランドひまわり幼稚園 中央５丁目１２－１８ ※善隣幼稚園，信愛幼稚園は休園中

 

 （３） 呉市内の保育所（園）（平成２２年３月現在） 

 

［呉市立］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 中央乳児保育所 西中央４丁目８－２－１０１ 14 音戸保育所 音戸町高須２丁目１－９ 

2 山の手保育所 山手２丁目１１－１－１０１ 15 奥内保育所 音戸町畑３丁目２７－２ 

3 川原石保育所 海岸４丁目１－１３ 16 早瀬保育所 音戸町早瀬１丁目８－３６ 

4 中新開保育所 広中新開１丁目２－２０ 17 田原保育所 音戸町田原２丁目３－１６ 

5 延崎保育所 阿賀南４丁目２－２９ 18 波多見保育所 音戸町波多見２丁目２７－１

6 原保育所 阿賀北３丁目１－８ 19 渡子保育所 音戸町渡子２丁目６１－２ 

7 三坂地保育所 広塩焼１丁目２－１９ 20 室尾保育所 倉橋町１１４６２－１７ 

8 大冠保育所 阿賀南８丁目１５－８ 21 相愛保育所 倉橋町１３２１－２ 

9 皆実保育所 仁方皆実町１－１４－１０１ 22 須川保育所 倉橋町３３０３－３ 

10 天応保育所 天応大浜２丁目１－５ 23 明徳保育所 倉橋町７５３１－１ 

11 下蒲刈保育所 下蒲刈町下島１７１３番地の１ 24 蒲刈保育所 蒲刈町田戸字志野辺２４９４－４

12 川尻保育所 川尻町久俊１丁目２－２ 25 安浦中央保育所 安浦町中央３丁目３－７ 

13 小用保育所※ 川尻町小用１丁目８－５ 26 安登保育所 安浦町安登西５丁目７－２０

※小用保育所は休所中 

［認定こども園］ 

名 称 所 在 地 

1 焼山こばと保育園 

焼山こばと幼稚園 

押込西平町２９－８４ 

 

［私立］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 救世軍呉保育所 青山町１－４ 7 大心保育園 吉浦中町１丁目９－１８ 

2 嶺南荘保育所 東畑２丁目２－１８ 8 落走保育園 汐見町１２－８ 

3 平原保育園 平原町１９－１２ 9 後藤保育所 宮原５丁目９－５ 

4 至心保育所 東中央３丁目１－５ 10 法正保育所 的場３丁目７－１２ 

5 銀の鈴保育園 東中央１丁目５－２ 11 鍋保育所 警固屋４丁目１－１１ 

6 呉第一保育園 両城２丁目１－３ 12 阿賀保育園 阿賀中央２丁目７－７ 
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名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

13 横路保育所 広横路４丁目１－４６ 22 宮ヶ迫保育園 焼山宮ヶ迫１丁目１－３ 

14 徳風保育園 広本町３丁目１５－２４ 23 明和保育園 焼山ひばりヶ丘町１８－１５

15 名田保育園 広白岳１丁目３－８ 24 鈴らん保育園 中央６丁目１１－１ 

16 長浜東保育所 広長浜４丁目３－３ 25 ときわ保育園 広横路３丁目１１－３２ 

17 仁方保育園 仁方西神町３８－７ 

18 呉聖園マリア園 和庄登町５－８ 

26

 

警固屋みらい保育園

みらい乳児保育園 
（警固屋みらい保育所分園）

警固屋８丁目８－１７ 

本通３丁目４－１６ 

19 臨海保育所 広小坪１丁目５０－１５ 27 昭和第２園ココロ 郷原町字林頭１９９５番地 

20 焼山保育園 焼山中央４丁目１０－５ 28 焼山こばと保育園 押込西平町２９－８４ 

21 昭和保育園 栃原町６６７番地の２  

 

［公設民営］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 坪内保育所 船見町１－２ 3 郷原保育所 郷原町１９４６ 

2 吉浦保育所 吉浦東本町２丁目３－３０  

 

［地域保育所］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 女子畑保育所※ 安浦町大字女子畑６５６ 2 ゆたか保育所 豊町大長字中大浦４７８３ 

※女子畑保育所は休所中 

 

 （４） 呉市内の小学校（平成２２年３月現在） 

 

［呉市立］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 仁方小学校 仁方本町１丁目６－６ 13 坪内小学校 宮原１２丁目１３－１ 

2 小坪小学校 広小坪１丁目２４－１ 14 宮原小学校 宮原４丁目８－１ 

3 長浜小学校 広長浜４丁目１－２６ 15 和庄小学校 八幡町１０－７ 

4 白岳小学校 広駅前１丁目６－１ 16 本通小学校 寺本町１－１０ 

5 広小学校 広杭本町３－１ 17 長迫小学校 長迫町１２－５ 

6 三坂地小学校 広中迫町４－１ 18 明立小学校 伏原２丁目６－３８ 

7 郷原小学校 郷原町１５８４－１ 19 荘山田小学校 東中央３丁目１－２３ 

8 横路小学校 広横路４丁目１－９ 20 呉中央小学校 西中央３丁目１１－１３ 

9 阿賀小学校 阿賀南２丁目１－１ 21 両城小学校 三条２丁目１５－１２ 

10 原小学校 阿賀北４丁目３－１６ 22 港町小学校 海岸３丁目５－３０ 

11 大入小学校※ 阿賀南８丁目８－２０ 23 吉浦小学校 吉浦中町２丁目６－５ 

12 警固屋小学校 警固屋７丁目５－１ 24 落走小学校 汐見町１０－２５ 
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名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

25 天応小学校 天応大浜２丁目１－６４ 40 明徳小学校 倉橋町７４９０ 

26 昭和西小学校 焼山宮ケ迫１丁目３－１ 41 倉橋小学校 倉橋町９６３ 

27 昭和東小学校 苗代町３９－２ 42 尾立小学校 倉橋町１０００３ 

28 昭和中央小学校 焼山中央４丁目１－１ 43 倉橋東小学校 倉橋町１１１６１－１ 

29 昭和南小学校 焼山此原町１４－１ 44 蒲刈小学校 蒲刈町向７７１ 

30 昭和北小学校 焼山本庄１丁目６－１ 45 三津口小学校 安浦町三津口２丁目２７－２

31 下蒲刈小学校 下蒲刈町下島３４８４－３ 46 内海小学校 安浦町内海北１丁目２－５ 

32 川尻小学校 川尻町久俊１丁目５－２４ 47 野路東小学校 安浦町大字女子畑６３９ 

33 音戸小学校 音戸町引地２丁目２－１ 48 野路中切小学校 安浦町大字内平９－２ 

34 高須小学校 音戸町南隠渡１丁目１２－６ 49 安登小学校 安浦町安登西５丁目７－１９

35 渡子小学校 音戸町渡子２丁目２３－１ 50 豊島小学校 豊浜町大字豊島字城ヶ口３６９０

36 田原小学校 音戸町田原２丁目３－１ 51 豊小学校 豊町大長字前大浦４７９０－１

37 早瀬小学校 音戸町早瀬１丁目８－１５ － 延崎小学校 （休校） 

38 奥内小学校 音戸町畑３丁目２７－１ － 情島小学校 （休校） 

39 波多見小学校 音戸町波多見９丁目１１－１ ※平成２２年３月３１日で廃校，阿賀小学校に統合

 

 （５） 呉市内の中学校（平成２２年３月現在） 

 

［呉市立］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 仁方中学校 仁方桟橋通１６－８ 15 吉浦中学校 狩留賀町８－６ 

2 長浜中学校 広長浜４丁目１－９ 17 昭和中学校 焼山中央６丁目９－１ 

3 白岳中学校 広駅前２丁目１１－１ 18 昭和北中学校 焼山泉ケ丘２丁目１１－１ 

4 広中央中学校 広吉松２丁目１５－1 19 下蒲刈中学校 下蒲刈町下島２１１９ 

5 郷原中学校 郷原町字大鳶１７０６ 20 川尻中学校 川尻町西１丁目２３－４７ 

6 横路中学校 広横路４丁目９－１５ 21 音戸中学校 音戸町南隠渡４丁目１５－１

7 阿賀中学校 阿賀中央５丁目１４－１６ 22 明徳中学校 音戸町藤脇１丁目３０－１ 

8 警固屋中学校 警固屋７丁目４－１ 23 倉橋西中学校 倉橋町１３１２ 

9 宮原中学校 船見町１－１ 24 倉橋東中学校 倉橋町１２６１２ 

10 和庄中学校 和庄登町３－１８ 25 蒲刈中学校 蒲刈町向７７１ 

11 東畑中学校 東畑２丁目７－３８ 26 安浦中学校 安浦町中央４丁目２－１ 

12 片山中学校 東片山町１３－５ 27 豊浜中学校 豊浜町大字豊島字妙現３４３８

13 呉中央中学校 西中央４丁目１０－５２ 28 豊中学校 豊町久比字新開乙２４１１－１

14 両城中学校 両城２丁目２２－１５ － 大冠中学校 （休校） 

16 天応中学校 天応東久保２丁目７－１ － 音戸西中学校 （休校） 
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［私立］ 

名 称 所 在 地 

1 呉青山中学校 青山町２－１ 

 

 （６） 呉市内の特別支援学校（平成２２年３月現在） 

 

［広島県立］ 

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地 

1 広島南特別支援

学校呉分校 

阿賀中央５丁目１３－７１ 2 呉特別支援学校 焼山北３丁目２２－１ 

 



Ⅵ 資料編 
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３ 呉市次世代育成支援対策推進協議会 
 

呉市次世代育成支援対策推進協議会設置要綱 

 （設置及び目的） 

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「法」という。）第２１

条の規定に基づき，呉市における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置につい

て協議するため，呉市次世代育成支援対策推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は，次の事務を行う。 

 (1) 法第８条に規定する次世代育成支援対策の実施に関する計画（行動計画）の検討並びに検

証及び推進に関すること。 

 (2) 次世代育成支援対策の普及啓発に関すること。 

 (3) 次世代育成支援対策の情報収集及び情報提供に関すること。 

 (4) その他関連計画との総合調整に関し必要な事務 

 （組織） 

第３条 協議会は，１５人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１名を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，協議会を代表し，協議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理

する。 

 （会議） 

第５条 会長は，必要に応じて，協議会の会議を招集し，その議長となる。 

２ 会長は，特に必要があると認めるときは，委員以外の者を協議会の会議に出席させ，その説

明若しくは意見を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

３ 協議会の会議は，会長が必要と認めるときは，特定の事項について関係のある委員のみで開

催することができる。 

 （任期） 

第６条 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は，福祉保健部子育て支援課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は，協議会において定

める。 
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付 則 

 この要綱は，平成１６年８月２６日から実施する。 

 

付 則 

 この要綱は，平成２１年４月２８日から実施する。 

 

 

 

 

 

呉市次世代育成支援対策推進協議会委員名簿 

 

氏  名 所  属  等 備 考

井 田  淳一郎 呉市民生委員児童委員協議会 会長 会 長

香 川  治 子 広島文化学園大学 特任教授 副会長

豊 田  秀 三 呉市医師会 会長  

前 谷  照 男 呉市歯科医師会 会長  

久 保  正 乗 呉市保育連盟 会長  

熊 谷  栄 治 呉市私立幼稚園協会 理事長  

山 本  さなえ 呉市すこやか子育て協会 子育て支援総合コーディネーター  

松 原  美和子 呉市小学校長会 呉市立坪内小学校長  

中 村  直 美 呉市ＰＴＡ連合会 副会長  

三 戸  初 人 呉市子ども会連合会 会長  

浜 田  恒 男 呉商工会議所 専務理事  

井 原  真 琴 連合広島呉地域協議会 女性委員長・特別幹事  

空    政 彦 広島県西部こども家庭センター 課長補佐兼係長  

伊賀上  節 子 市民代表（一般公募）  

明 神  裕 子 市民代表（一般公募）  

 

 



Ⅵ 資料編 
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４ 呉市次世代育成支援行動計画（後期）策定経緯 
 

開催期日 会議名称等 内    容 

平成２１年２月 次世代育成支援行動計画

策定のためのアンケート

調査 

・就学前児童の保護者と小学生児童の保護者を対象 

配布 ４，０００世帯 回収 ２，０３０世帯 

（回収率 ５０．８％） 

平成２１年５月 呉市次世代育成支援対策

推進協議会委員の公募 

・市民代表２名を公募 

平成２１年 

７月２４日 

第１回呉市少子化対策推

進本部幹事会 

・呉市次世代育成支援行動計画(後期)策定について 

・計画策定スケジュールについて 

・計画策定のための事業実施状況等調査結果等について

平成２１年 

８月 ３日 

第１回呉市次世代育成支

援対策推進協議会 

・次世代育成支援行動計画策定について（方向性） 

・呉市次世代育成支援行動計画に関するニーズ調査結果

等について 

・呉市の子育て環境についての意見交換 

平成２１年 

８月２５日 

呉市議会民生委員会 ・呉市次世代育成支援行動計画に関するニーズ調査結果

等について（報告） 

平成２１年 

１０月 １日 

第２回呉市少子化対策推

進本部幹事会 

・呉市次世代育成支援行動計画（後期）素案の案につい

て 

平成２１年 

１０月２２日 

第２回呉市次世代育成支

援対策推進協議会 

・行動計画の基本的方向について 

・呉市次世代育成支援行動計画（後期）素案について 

平成２１年 

１１月２５日 

呉市議会民生委員会 ・呉市次世代育成支援行動計画（後期）案の市民意見公

募手続について 

平成２１年 

１１月２７日 

呉市次世代育成支援行動

計画（後期）案に対する意

見の募集 

・市民意見公募手続（平成２１年１２月２８日まで） 

・意見応募２３件 

平成２２年 

１月２９日 

第３回呉市少子化対策推

進本部幹事会 

・呉市次世代育成支援行動計画（後期）案に対する市民

意見への対応について 

・呉市次世代育成支援行動計画(後期)案について 

平成２２年 

２月 ５日 

第３回呉市次世代育成支

援対策推進協議会 

・呉市次世代育成支援行動計画(後期)案について 

平成２２年 

２月１０日 

呉市少子化対策推進本部

会議 

・呉市次世代育成支援行動計画(後期)案について 

平成２２年 

３月 ４日 

呉市議会民生委員会 ・呉市次世代育成支援行動計画(後期)案について 

 



 

 －72－

 

５ 用語解説 
 
【あ行】 

エンパワーメント 

力をつけること。女性が政治・経済・社会・家

庭などの社会のあらゆる分野で，自分で意思決定

し，行動できる能力を身に付けることが，男女共

同参画社会の実現に重要であるという考え方。 

【か行】 

学校評議員制度 

より一層開かれた学校づくりを進める観点から

導入された制度で，学校外の有識者などを学校評

議員として委嘱し，校長が必要に応じて学校運営，

教育活動や学校と家庭・地域社会との連携などに

関して助言を求め，学校運営に反映させることを

目的としている制度。 

グループワーク 

参加者がグループのプログラム活動に参加する

ことで，メンバー間相互の影響を受け，個人が変

化（成長，発達）する援助の過程をいう。 

合計特殊出生率 

１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率の

合計で，１人の女性が一生の間に産む平均こども

の数を指す。 

コーホート変化率法 

各コーホート（同時出生集団）の一定期間にお

ける人口の変化率に着目し，その変化率が年齢別

人口変化の特徴であり，将来にわたって維持され

るものと仮定して，将来人口を算出する方法。 

【さ行】 

情報モラル 

高度情報社会においてトラブルなどに巻き込ま

れず，また，知らないうちにトラブルを巻き起こ

していた，ということにならないため，適正な活

動を行うための基になる考え方・態度。 

 

 

 

 

 

 

 

【は行】 

発達障がい 

自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発

達障がい，学習障がい，注意欠陥多動性障がいそ

の他これに類する脳機能の障がいであってその症

状が通常低年齢において発現するもの。 

ポータルサイト 

インターネットでホームページを見る際に最初

に入るウェブ（ｗｅｂ）サイト。 

【や行】 

ユニバーサルデザイン 

製品，建物，環境等を障がいの有無，年齢，性

別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやす

いようはじめから考えてデザインするという考え

方。 

【わ行】 

ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」と訳される。「国民一人ひ

とりがやりがいや充実感を持ちながら働き，仕事

上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活など

においても，子育て期，中高年期といった人生の

各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」

ことを指す。 


